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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.321 2023.6.21 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

■20 歳代が狙われている！？遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる 

副業や投資の勧誘に注意 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

副業や投資に関する情報商材のトラブルに関する相談が依然として寄せられています。

特に20歳代の若者の場合、支払いのために借金をさせられるケースが多くみられますが、最

近の相談事例をみると、副業や投資に関する情報商材を購入後、高額なサポート契約を勧誘

され、「お金がない」と断った消費者に対して遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる手口

が目立っています。 

そこで、消費者トラブル防止のために相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行いま

す。（＊独立行政法人：国民生活センターＨＰより） 

 

遠隔操作アプリとは・・・・ 

 自分のスマートフォンやパソコンに遠隔地の第三者が接続して、両者が画面を共有し

ながら遠隔操作を行うアプリのことを指します。例として、パソコンメーカーや通信事業者

がユーザーサポートを行う場面などで利用されます。遠隔操作される端末によっては、遠隔

操作はできず、画面共有のみにとどまる場合があります。本トラブルでは、消費者の端末が

事業者に画面共有された状態で事業者から指示され借金をさせられるケースが多くみられま

す。 

（相談事例） 

副業の高額サポート契約を勧誘され、お金がないと断ると、遠隔操作アプリを通して借金の

仕方を指南された 

 動画投稿サイトで広告を見て、副業サイトにアクセスし、無料通話アプリで友達登録した。

「情報商材の購入が必要」というので、約 2,000 円の情報商材を購入すると、後日、事業者

から電話があり「詳細を説明するので予約をするように」と案内された。約束した日に事業

者から電話で「アフィリエイトや動画配信サービスの仲介ビジネスでもうかる方法を教える。

手っ取り早くもうかる約 200 万円のサポートプランがあなたに合っている」と勧められた。

「お金がない」と断ると、「貸金業者で借金する方法を教えるのでスマートフォンに遠隔操

作アプリを入れるように」と案内され指示に従った。電話で事業者から言われるままスマー

トフォンの操作を行い、勤務先について嘘の申告をするように指示され、2 社の貸金業者か

ら 50 万円ずつ合計 100 万円を借金し、指定された個人名義の口座に振り込んだ。「残金は別

の貸金業者で借金するように」と言われたが、借金の返済が苦しいので返金してほしい。 

（2022 年 12 月受付 20 歳代 女性） 

 

その他、以下のような相談も寄せられています 

遠隔操作アプリで画面共有をしながら FX の自動売買ツールのプランの勧誘を受け、そのま

ま借金の申請も誘導された。 

副業のサポートプランを勧誘され、遠隔操作アプリを用いて複数の貸金業者に借金するよう

指示された。 
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【消費者へのアドバイス】 

○「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告をうのみにしないようにしましょう 

「借金」してまで契約しないようにしましょう 

 相談事例を見ると、「稼ぐためのサポートをする」などと言われて、広告にはなかった高

額なサポート契約を勧誘されるケースが目立ちます。その際に、「簡単に稼げる」「もうか

る」「借金してもすぐに元が取れる」などと言われることがありますが、簡単に稼げるよう

なうまい話はありません。また、借金をすぐ返せる保証は一切ないほか、事業者に解約や返

金を求めても突然連絡が取れなくなり、トラブルの解決が困難になる恐れもあります。勧誘

トークをうのみにせず、冷静によく考えましょう。 

 

○遠隔操作アプリは安易にインストールしないようにしましょう 

 事業者から「副業や投資の説明のために必要」「借金する方法を教える」などと言われ、

遠隔操作アプリをインストールするよう指示されますが、遠隔操作によって自分が望まない

操作をされる恐れがありますので、遠隔操作アプリを安易にインストールするのは避けまし

ょう。 

 

遠隔操作等で貸金業者サイトに登録してしまったら、ID やパスワードを変更するなど悪用さ

れないための対策をとりましょう 

 遠隔操作アプリを利用した状態で貸金業者サイトに登録した場合、ID やパスワードが事業

者にも知られてしまっている恐れがありますので、すぐにパスワードを変更しましょう。ま

た、事業者によって ID やパスワードを勝手に変更されてしまう恐れもありますので、その場

合は、事業者ではなく、すぐに登録した貸金業者に連絡を取り事情を伝え、悪用されないよ

うにしましょう。 

 

 なお、知られてしまった個人情報を悪用される恐れもありますので、信用情報機関の本人

申告制度の利用も検討しましょう。また、自分宛てに身に覚えのない請求が来ていないか、

適宜確認するようにしましょう。 

 不安に思った場合やトラブルに遭った場合には、一人で悩まず、すぐに最寄りの消費生活

センター等に相談しましょう。 

 

＊消費者ホットライン「188（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番号で

す。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン １８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています  

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 




